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PICK UP

申請にあたって

不妊去勢手術補助金

　犬や猫の不必要な繁殖を防ぐことを目的とした「不妊

去勢手術」に対して、今年の４月から費用の一部を補助

しています。
令和２年
３/31まで

申請を希望する人は、次の内容に同意のうえ申請してください。

▼  所有する犬・猫を最後まで責任をもって飼うとともに、しつけな
どを行い近隣住民に迷惑をかけないよう努める

▼ 飼い主のいない猫は、近隣住民の理解を得た上でトイレの設置、
エサの適切な管理などを行い周辺地域の環境整備に努める

▼ 飼い主のいない猫のうち譲渡が可能な場合は、最後まで責任をもっ
て飼うことのできる人への譲渡に努める
※   放し飼いやエサを与えているだけなどの場合は対象外となります。
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補助金額 申請の流れ

【問合先】

（補助金の申請）生活環境課☎49 - 7013、
（地域猫、動物の飼育）宇和島保健所☎22 - 5211内線
265または県薬務衛生課☎089 - 912 - 2396

飼い猫は「室内飼育」を
　
　家の外は猫にとって危険が多く、１回の
外出が命がけになります。猫の放し飼いに
よるトラブルを防ぐためにも、飼い猫は室
内飼育をお願いします。

■放し飼いによるトラブル

▼猫風邪や猫エイズなど深刻な病気

▼自動車などによる交通事故

▼ほかの猫などとの喧嘩による負傷

■いざというときのために（迷子対策の例）

▼  電話番号などの飼い主情報を首輪に印字
する

▼市販の迷子札をつける

▼事前に猫の写真を撮っておく

詳しくは、市ホームペー

ジをご覧いただくか、お

問い合わせください。

▼飼い犬・猫：2,000円
　１世帯１年度あたり、犬・猫いずれか１匹まで

▼飼い主のいないメス猫：8,000円

▼飼い主のいないオス猫：4,000円
　メス・オス猫あわせて、１年度あたり３匹まで

【対　象】次のすべての条件に当てはまる人

▼市内に住み、市税などの滞納をしていない

▼営利を目的として所有、または飼養していない

▼県内の動物病院で不妊去勢手術をする

▼  犬の場合は、飼い犬登録済みで１年以内に狂犬病
予防注射済票の交付を受けている

▼  飼い主のいない猫の場合は、トイレの設置やエサ
の管理など適切な飼育管理ができる状態にある

①担当窓口に問い合わせ、手続きの確認

②不妊去勢手術を実施

③ 補助交付申請書を市に提出し、交付決定
通知を受領後、補助金交付請求書を提出

④補助金額が指定口座へ振り込まれる

【持参物】

▼印かん

▼動物病院が発行した手術費に係る領収書
▼通帳またはキャッシュカード

▼  耳をＶ字カットしたことが分かる写真（飼い主の
いない猫のみ。写真の添付がない場合は受付不可）
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